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すべてのこどもの、未来への可能性を広げ、 

希望の実現をみんなで応援する 

「こどもまんなか・かがわ」 
 

こどもは、一人ひとりがかけがえのない存在であり、香川県にとって「未来への希望」です。 

本県では、これまでも、子育て支援施策を中心に、少子化の流れを変え、次代の担い手となるこどもが

健やかに成長することができる社会の実現に取り組んでまいりましたが、近年、こどもを取り巻く環境は、

急速な少子化の進展、児童虐待やこどもの貧困、ヤングケアラーなど様々な課題が顕在化しています。 

こうした中、令和５年４月から施行された「こども基本法」の趣旨を踏まえ、香川県として、こどもの最善

の利益を第一に考え、こどもの視点に立って、こどもを誰一人取り残すことなく、その健やかな成長を社会

全体で後押しする「こどもまんなか社会」の実現を目指した取組みを一層進める必要があります。 

今般、策定した「香川県こども計画」は、「すべてのこどもの、未来への可能性を広げ、希望の実現をみん

なで応援する『こどもまんなか・かがわ』」を基本理念とし、今後、すべてのこどもが自分らしく成長できる

こと、夢や希望を持って未来に向かって個性を伸ばし、安心して挑戦できることを、ライフステージに沿って

切れ目なく応援するとともに、こどもとその家庭の状況に応じて、きめ細やかな支援を行ってまいります。 

あわせて、喫緊の課題である少子化問題について、「日本のラストチャンス」と言われている 2030 年

までに、出生数減少の流れを増加へ反転させるための取組みも進めてまいりますが、長い目で見れば、

こどもたち一人ひとりが、愛情をもって育てられ、社会全体から応援され、自分も他者も大切にしながら

成長・自立をして社会の一員となり、そのうえで結婚や子育てに希望を持つことができれば、現在の少子化

局面の流れが変わることにもつながるものと考えます。 

今後、県民の皆様、市町、地域団体、企業など、さまざまな立場の方と緊密に連携・協力しながら、「こども

まんなか・かがわ」の実現に向けて全力を尽くしてまいります。 

結びに、この計画の策定に当たりまして、県議会をはじめ、香川県子ども・子育て支援会議、県民の皆様

から貴重なご意見、ご提言をいただきましたことに対し、深く感謝を申し上げます。 

 

令和 8年 3月 

 

                           香川県知事  池 田 豊 人   
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